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序　　　　　文

カンボディア国母子保健プロジェクトは、平成７年４月１日から５年間の協力期間で、カンボ

ディア王国保健省国立母子保健センターにおいて、同センターの管理運営能力、研修活動、診断／

治療水準の向上を目的として技術協力を行っているものです。

このたび、協力開始後残す１年の時点で、これまでの活動内容を確認し、本プロジェクトにか

かわるカウンターパートおよび専門家に必要な助言を提供し、また本プロジェクトの当初目標を

達成するために必要な事項をカンボディア王国側と協議するため、国際協力事業団は平成 11年３

月７日から３月 18日までの日程で、国立国際医療センター総長鴨下重彦氏を団長として、巡回指

導調査団を派遣しました。

本報告書は、上記調査団の調査結果を取りまとめたものです。ここに本調査団にご協力を賜り

ました関係各位に深甚なる謝意を表しますとともに、本プロジェクトの実施運営に対しまして、

さらなるご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。

平成 11年４月

国際協力事業団

医療協力部長　福原　毅文
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１．巡回指導調査団派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

わが国は 1992年から３年間にわたりカンボディア王国（以下、カンボディア）保健省に医療アド

バイザーを派遣し、カンボディアの保健医療全般の状況把握とわが方支援のあり方について調査

を行った。その結果、同国の母子保健状況は近隣諸国と比べて特に劣悪であり、その改善が急務

であることが判明した。一方、新体制に移行した同国では、1993年 11月に母子保健国家計画が策

定され、それに基づき、わが国に対して同計画の実施責任機関となる国立母子保健センター

（National Maternal and Child Health Center：ＮＭＣＨＣ）の新築にかかる無償資金協力とそ

の運営体制等を強化するためのプロジェクト方式技術協力が要請された。

本要請を受けて、同センターの管理運営能力、研修活動、診断／治療水準の向上を目的とする

プロジェクト方式技術協力が 1995年４月１日から５年間の協力期間で開始された。

以上の経緯およびプロジェクト開始後約３年７カ月が経過したことから、プロジェクトの進捗

状況を把握し、これまでの活動の成果を評価するとともに、終了を控えた残りの協力期間で行う

活動を明確化する必要がある。プロジェクト活動の実務上の指導を行いつつ、今後の活動計画に

ついて先方と協議することを目的として、巡回指導調査団が派遣された。

１－２　調査団の構成

担　当 氏　名 所　　属

団長 総　　括 鴨下　重彦 国立国際医療センター総長

団員 運営管理 吉武　克宏 国立国際医療センター国際医療協力局派遣協力課長

団員 母性看護 瀬井　房子 ベビーヘルシー美蕾院長

団員 看護管理 小西　洋子 国立国際医療センター看護副部長

団員 協力計画 松永　龍児 国際協力事業団医療協力部医療協力第一課課長代理
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１－３　調査日程

日順 月日 曜日 移動および業務

１ ３月７日 日 15:55 バンコク着（JL717）、バンコク泊

２ ３月８日 月 12:15 プノンペン着（TG696）

３ ３月９日 火 午　前 ＮＭＣＨＣ施設視察

午　後 保健省、日本大使館、ＪＩＣＡ事務所表敬

４ ３月10日 水 午　前 ＮＭＣＨＣ内Steering Committee

午　後 専門家との打合せ

５ ３月11日 木 午　前 保健省とのJoint Coordinating Committee

午　後 ミニッツ署名・交換

国立結核センター視察

６ ３月12日 金 午　前 日本大使館・ＪＩＣＡ事務所報告

13:15 鴨下団長、松永団員プノンペン発（TG697）

22:50 鴨下団長、松永団員バンコク発（JL718）

７ ３月13日 土 資料整理

８ ３月14日 日 資料整理

９ ３月15日 月 終　日 各部門における技術指導

10 ３月16日 火 終　日 各部門における技術指導

11 ３月17日 水 午　前 ＮＭＣＨＣ内指導総括会

13:15 吉武・瀬井・小西団員プノンペン発（TG697）

12 ３月18日 木 11:20 吉武・瀬井・小西団員バンコク発（TG640）
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１－４　主要面談者

（1）カンボディア側関係者

1） 保健省

Dr. Mam Bun Heng, Secretary of State for Health

Dr. Eng Huot, Director of Health

Mr. Chea Kimlong, Deputy Director of Financial Department

2） 国立母子保健センター（ＮＭＣＨＣ）

Dr. Kuom Kanal, Acting Director

（2）日本側関係者

1） 在カンボディア日本国大使館

斎藤　正樹　大使

明瀬　書記官

2） ＪＩＣＡカンボディア事務所

松田　教夫　所長

寺本　所員
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２．総括

総体的には本プロジェクトは、治安悪化や政変による待避等があったにもかかわらず、カンボ

ディア側、および日本側の努力により、当初の予想を上まわるような成果をあげ、２年前に新設

され、活動を開始した国立母子保健センター（ＮＭＣＨＣ）は今やカンボディア第一の母子保健セ

ンターとして高い評価を受け、順調に運営されており、地方の母子保健事業の拡充にも貢献して

いる。

４年前にスタートした本プロジェクトの第一の目的は health personnel、専門家の養成であっ

たが、各分野ともＮＭＣＨＣを拠点とする研修等を通じ、確実に人材が育ちつつあり、センター

がカンボディア側独自で運営されるためには一部の問題は残るものの、2000年の協力期間終了ま

でには引き継げるものと考えられる。これはひとえに関係者の努力によるもので高く評価される。

以下に総論的な調査結果や、気づいた点などを列記する。

（1）プロジェクトの現状について

1） マネージメント能力の向上

各種委員会等の会議が主体的に行われるようになり、助産婦トレーニングの評価等がカ

リキュラムに反映されるようになった。プロジェクト・サイクル・マネジメント（ＰＣＭ）

の施行や Total Quality Management（ＴＱＭ）の考え方も導入されだした。看護部は婦長

ミーティング等ミーティングやワーキンググループが機能しだしている。

User Fee制度は順調に機能しており、薬品、材料費等が賄われている。物品管理や施設

管理については定期的な点検を行うようになっている。データ管理についてもコンピュー

ター化導入が図られつつある。

2） トレーニング活動の強化

ティーチャー・トレーニングが開催され、助産婦トレーニングも継続して実施されてい

る。また、州病院の医師の研修も行っている。

3） 臨床活動の改善

若手医師に対する研修や症例検討会を通じ、臨床分野の改善を図っている。

4） 地方展開

地方スタッフのＮＭＣＨＣにおける臨床研修が施行され、地方センターにＮＧＯを通じ、

助産婦キットの配布を行ったり、研修を通じ、簡易ドップラーや酸素供給装置等を供与し、

地方の充実を図っている。

5） 啓発活動

妊産婦検診や母親学級、産後教育の普及が図られ、栄養パンフレットや入院案内パンフ
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レットが配布されるようになった。

（2）問題点について

全般的に日本に対する依存心がまだかなり強いと思われる。引き続き強力な指導と持続的

な支援が必要である。今後カンボディアがＮＭＣＨＣの自主運営を行うためには、臨床部門

の組織化やパラクリニック（臨床検査）の体制が弱いといえる。また、施設、機材管理につい

ては制度および人材の不足、パーツの購入ルートの未確立等、課題が残っている。これらの

背景には職員の給与の著しく低いことがあるが、その解決はセンターだけでは困難であり、

保健省等国の政策的な配慮を必要とし、少しでも改善への努力が示されることが必要であろ

う。

（3）終了までの活動

診療部門の強化、臨床検査部門の強化、施設、医療機器管理部門の強化がさらに必要であ

り、特に個々の職員の意識を向上させる努力も必要と思われる。
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３．プロジェクトの進捗状況、諸問題と指導内容

３－１　運営管理部門

国立母子保健センター（ＮＭＣＨＣ）はそのめざす役割は大きく分けて２つある。ひとつはこの

国の母子医療にかかるトップレファラル病院としての役割であり、他のひとつは母子保健にかか

わる研修についての、この国の中心的役割である。技術協力プロジェクトが開始して以来、まず

は前者、すなわちＮＭＣＨＣが母子保健サービス提供するための基盤づくりに力が注がれてきた。

そのなかでも運営管理部門の強化は最も重要である。まずはヒト、モノ、カネである。

モノについてはＪＩＣＡからの無償資金協力で施設が建てられ、医療機材が供与された。

カネについては国立とはいえ、内乱が終結したばかりのカンボディアにあってはＮＭＣＨＣが

運営されるに十分な予算措置は望むべくもない。そこで、診療有料化（User Fee制度）が導入され

た。そこからＮＭＣＨＣに入る収入は１％が大蔵省へ、50％が運営費に、残り 49％が職員の給料

補填に回されている。その結果は病院歳入の 63％（1998年）を患者からの徴収で賄うようになっ

た。また、職員の給料が 100米ドル／月にも満たない状況で、給料補填の効果は大きく、これま

で院内であたりまえとされてきたアンダーテーブルがすっかり影をひそめ、職員のモティベー

ション向上にも一役買っている。もちろん、国立であるために、貧困者には支払免除の制度が設

けられているが、その判定方法をめぐってさまざまな問題があり、財務委員会で種々検討されて

いる。この料金徴収制度が重視され過ぎて、私立病院化しないよう留意しておかなければならな

い。当面の病院の財政面はそれなりに安定はしてきているが、これから日本が供与した器材用の

試薬、スペアパーツ、消耗品などが底をついてくるだろう。また器材が老朽化して故障がでてく

るだろう。もっと老朽化が進めば、買い替えが必要となってくるだろう。こうした面の予算的措

置の保証がまったくなされていない現状で、当カンボディア政府はそれほど深刻にとらえていな

い。日本側としてはこの点は管理運営部門の課題として最も懸念されるところである。カンボ

ディア側としては仮に日本側の協力が終わっても、他のドナーの支援を期待するであろうし、ま

たその可能性は高い。なぜならすでにでき上がった施設や機材についてさほど金のかからない支

援をすることで、ドナーとしては高い評価を得ることができるからである。

ヒトの面でいえば各種委員会が設置され、主体的な運営のきっかけとなるようにと指導されて

いる。しかし、まだダイレクターの演説の場であったり、流会が多くて定期化されていないなど

課題は多い。看護婦の組織化が比較的進んできているが、医師、検査技師、事務部門など多くの

部門の組織化が進んでいない。医師のカンファランスを視察し、プレゼンテーションの方法が稚

拙であり、問題分析、診療計画の組み立てなどがまだ確立していないことが判明した。回診も系

統だって行われていないし、臨床の現場に実習に来ている医学生への指導もなおざりにされてい

る。外来では患者の来る時間が遅かったという理由で、受け付けが受理されたにもかかわらず、診
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療が受けられなかった患者がいたり、紹介患者で支払免除を受けるべき患者がコントローラー（支

払免除の担当者）が不在という理由で放置されていた。医療機材の維持管理については、技術者と

しての給料が安いために、いい人材を得ることができないでいる、など当センター内の人材育成

にまだまだ課題が残っている。

ＮＭＣＨＣの役割のもうひとつの柱である研修機能強化は、助産婦を対象にした研修がようや

く端緒につき始めたところである。この国の母子保健関係者の研修を手広くやり、この分野の指

導的役割を果たすことを期待するのは、まだ診療機能が十分でない段階では時期尚早である。こ

の分野の推進には、保健省がこのＮＭＣＨＣの役割として認知して政策的、財政的支援など

political commitmentが必須である。多くのドナーがひしめいて、それぞれ独自のやり方で研修

を含むさまざまな活動が行われているのに対して、まだ保健省にはこれらを統括して政府主導で

コントロールするほど体制整備ができていない。むしろ、他のドナーがＮＭＣＨＣで育ってきた

人材、特に医療スタッフ幹部クラスをトレーナーとして雇ったり、引き抜いたりして、ＮＭＣＨ

Ｃ自体の運営管理が弱体化するなど弊害がでている。

このような状況では、ＮＭＣＨＣがまずは診療サービス機関としての役割が果たせるように

なってスタッフが相当の自信と使命感をもたないと、国レベルの指導的役割を果たすことはでき

ない。まずは当センターの診療機能がもう少し向上してから、研修機能の強化に本格的に取り組

むのが妥当と考える。国レベルの政策的な取り組みへの参加は相当遅れることを覚悟すべきであ

る。

内乱によって、多数の人材が失われ、つい最近まで政情も不安定であった当カンボディアにお

いて、当ＮＭＣＨＣが比較的よく機能して市民からも信頼されてきている現状は、関係者の努力

の賜物と高く評価したい。プロジェクトの当初目標であるＮＭＣＨＣの運営管理能力の向上以外

の研修活動の強化、臨床機能の強化が遅れている傾向はあるが、日本側としてはカンボディアの

特殊性を考慮してプレッシャーをかけることなく期間的に余裕をもった支援をしていくことを提

言したい。

今回の調査団としては、技術協力に携わっている専門家から進捗状況の説明を受け、問題点を

協議して、細部にわたる助言、指導を行った。Steering Committeeでは先方から当プロジェクト

の進捗状況の説明を受けたのち、今後の残りの協力期間に行うべきことの確認が行われた。協議

では特に遅れている研修機能の充実について質疑が行われた。

この結果はミニッツとして確認され、署名の交換が行われた。

３－２　母性看護部門

（1）要請背景

カンボディアの妊産婦死亡率、および乳児死亡率は依然として高く、「安全な妊娠と出産」
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のための援助、協力がすでにわが国より行われており、看護婦、助産婦等国内外での教育研

修が施行され、スタッフの成長は目覚ましいものがある。しかし依然としてそのケアに関し

てはまだ十分な成果が認められないので実状を見る必要があるのではないかと思われる。

（2）調査内容

外来棟、陣痛室、分娩室、産褥病棟、婦人科病棟におけるケア状況

（3）報告要旨

1） 外来棟

外来における患者の扱いは、時間内に来院患者の検診を済ませているのは立派だと思う

が、なかには時間に少し遅れて受け付けてもらえずにいる患者もたまにいるようである。

教育機関としての役割もあるとは思うが、女性の患者に対して、男性の医学生が多すぎ

るため、コントロールが必要であろう。

また急患室はちょうどセンターの中心部にあり、朝から白衣を着た医療従事者がどっか

り座り込んで腕枕状態でおしゃべりしている姿を外来から各病棟に行く通り道で毎朝見る

ことになる。急患室は病院としての顔的存在であるため改良が必要であろう。

マザークラス、栄養教室等、産前教育は手際よく運営されていた。

2） 陣痛室

陣痛室はベッド８床で陣痛期間を通してほとんど家族がケアしている。内診するにして

も、衣服の汚れなど気にせず、ぬれたまま、汚れて帯下や血液がついて臭いがするのをそ

のまま着せている。

たまたま陣痛室にいた患者があまり痛そうだったので腰をさすったり、お腹に手を当て

たりしてあげた折り、その場にいたスタッフが「どうすればよいのか教えてください」と

言って団員の周りに寄ってきた。「教えて、教えて」と医師まで「マッサージをしてみてほ

しい」と言ってマッサージを受けて（気持ちいい）と感想を漏らしていた。

ロールモデルとなるものがなくてケアを要求するのは無理なことかもしれない。

3） 分娩室

ここでも１日十数人のお産をこなしているのは見事といえる。しかしここでも産婦が物

体的存在で放置されている。

初期の会陰切開や痛んでいても何の手当てもせず、産婦はどうしていいのか、しがみつ

くような目で医療者を見ている。
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4） 産褥棟

ナースステーションには白衣を着た医療者（看護婦、助産婦）がたくさんいるのにひとり

として病室でケアをしている看護婦の姿を見ることができなかった（１度だけ帝王切開後の

ガーゼ交換をしている姿を見た）。しっかりとゴム手袋をはめて自己防衛だけはきちんとし

ている。新生児の沐浴も家族が連れてきて順番を待ち、体重計に乗せるところまでは家族

の役割のようだ。沐浴が終わったら自分のバスタオルに包んでもらい、母親の元に連れて

行く。おむつなどしていないし衣服も着ていないが、グローブと帽子だけはほとんどがつ

けている。看護職もゴム手袋をはめたまま沐浴させているが滑ったりしないかと心もとな

い。日本でも沐浴時のゴム手袋着用による事故が報告されているところ、事故が起きない

前に改善すべき点である。

産後の膣洗浄においても、会陰切開の痛みか両腕を家族に抱えられやっと処置室までそ

ろりそろりと歩いてきている。なかには今にも倒れそうな人もいて真っ青な顔で歩いてき

ている。もう少し人間的な取り扱いの方法を教える必要がある。

5） 婦人科病棟

婦人科病棟も産褥棟とあまり変わらない状態である。

ＩＣＵにおいても入室基準、退室基準は特にないようである。

（4）まとめ

婦長会で遅刻、欠勤の問題が大きな議題であった。看護婦、助産婦の数としては十分な数

であると思われた。婦長会の議題としていささか次元が違うのではないかと思われたが各婦

長の口からでる言葉が「給料が安すぎる」といった点に終始している。しかしこのような問題

を議題としてだそうとするからには、多少とも前進の兆しとみてよいのだろうか。

陣痛室や、分娩室でも見られたことだが、患者を物として取り扱い、上段から患者を見て

いるのはこの国の古くからの階級意識のためであろうか。

陣痛室や分娩室で垣間見た看護婦や助産婦が「教えて下さい」と言って教えを受けようとす

る姿のなかに、この国のポルポト時代に指導層となるべき人々を失ってしまったための教育

として最も弱い点が今出ているのだと思われる。この点に重点を置いて教育する必要がある。

肝心の医療従事者がケアとは何たるかを知らないまま今日まできてしまっているが、この点

を見過ごすことなく基礎看護の教育の重要性を認識し看護職に対する院内教育のあり方をも

う一度見直す必要がある。

同時にその知識と技術を一般人に対して提供し、毎日病院に来て時間を過ごす家族に対し

て家族看護の最もよい教育の機会とするなら、一般の人々に対しても衛生思想の向上につな

がり、ひいてはカンボディア全国の周産期死亡の減少につながる大きな要因といえる。
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３－３　看護管理部門

＜看護管理の現状＞

カンボディアで唯一、看護部として独立し、組織的に運営されており活発に活動している。

具体的には、以下のようである。

・各部署での目標の策定

・各勤務帯の業務内容の成文化

・定期的ローテーション

・応援態勢の確立　ＩＣＵから外来

・看護婦長ミーティング　看護婦・助産婦ミーティングの実施

・外来での母親学級の実施（毎日）

・産科病棟での産後生活指導の実施

・外来でのガイドナースの診療案内など

（1）人事管理について

・各部署の活性化を図るため４カ月おきにローテーションしている。

・産科病棟、分娩室が常時多忙であり、突然の欠勤が多い。

・24時間勤務が４日に１回あり、土・日曜日以外休みが取れない。土・日曜日に 24時間勤

務が入る場合は２週間休みがない。

・働く人、働かない人の差が大きい。

・仕事のできる人が限られており、ローテーションが難しい。

（2）物品管理について

・消耗品は毎週１回請求伝票を提出、不足感はない。

・医療器材等は１カ月に１回請求するが、しかし、ほとんど来ることはない。「古い」とい

う以外、不満はない。

・実際どの程度１カ月で請求しているか、病棟としての見直しなどは考えられていない。

（3）情報管理について

・婦長会議で、看護婦・助産婦会議など定期的に行われている。

・会議の内容は朝の申し送りの際に伝達されている。会議録の回覧はない。

・患者の入退院、分娩については管理レポートに記録。

・患者数、分娩数などの病院の動向は、末端の看護スタッフまで浸透していない。
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（4）患者管理について

・患者へのケアは処置が中心で、観察、ベッドサイドでの直接看護はほとんどない。患者

の直接ケアは患者家族に委ねられている。

・優しく声をかける、患者の話に耳を傾けることは少ない。

・外来での妊婦検診に来院していても、助産婦が怖いということで分娩は他の病院でとい

う人もある。

・妊婦のエイズの感染率が高いにもかかわらず、検査体制ができていない。

（5）継続教育と臨地実習指導

・院内での看護職向けの教育プログラムはない。

・海外での研修終了後の報告会が行われている。

・学生実習は毎日あるが、学生実習に対しての学校側との話し合いはなく、指導はされて

いない。

（6）研修事業

・ＮＭＣＨＣで研修を受けた地域の助産婦が知識、技術を使って仕事をしており、研修の

効果を示していた。

＜感想および提言＞

（1）増加していた患者数が、ここ横ばいとなっている。外来のキャパシティーがどの程度か

わからないが、外来での診察（１つの診察台に助産婦２人、医師１人または医師２人、助

産婦１人、その他学生多数）の方法を工夫すれば、妊婦の質問にゆっくり答え、指導し、

学生への指導もできるのではないかと思われる。

１日の妊婦検診数　70

外来時間　7:30～ 11:30

（2）陣痛室での産婦のケアにもっと時間と手をかけてほしい。

分娩は女性にとって一大イベントであり、女性の健康を大事に考えてほしい。

陣痛室、分娩室での助産婦の優しさは、助産婦への信頼を増し、ＮＭＣＨＣの信頼も高

くなると思われる。

（3）院内教育の実施

・基本的な看護ケア・処置に関する教育を行っていくことは、看護スタッフの知識・技術
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の底上げをし、誰もが一定レベルの看護が提供できると考える。

（4）看護部としての役割

・組織の形態ができていることは、役割分担が明確となり、情報の流れもスムーズになる。

これを活用し、看護スタッフへの病院としての理念、姿勢を伝え続けてほしい。

・毎週行われているミーティングは問題点を明らかにするとともに、解決へのアイデアを

だせるチャンスである。看護は何をするべきか目標設定し臨んでほしい。
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４．合同委員会の協議結果

合同委員会は、1999年３月 11日（木）、午前８時 30分～ 11時、国立母子保健センター（ＮＭＣ

ＨＣ）において行われた。

参加者：保健省　Dr. Mam Bun Heng, Secretary of State for Health

　　　　Dr. Eng Huot, Director of Health

　　　　Mr. Chea Kimlong, Deputy Director of Financial Department

ＮＭＣＨＣ　Dr. Kuom Kanal, Acting Director

ＪＩＣＡ調査団　鴨下団長ほか４名

ＪＩＣＡ　松田カンボディア事務所長

　　　　　寺本所員

ＪＩＣＡ母子保健プロジェクトチーム　７名

（1）ＮＭＣＨＣ活動状況の報告（Dr. Kanal）

管理運営活動としては、組織づくりが行われたほか、センターの自立的運営のために User

Fee制度が導入された。貧困者に対する料金免除は、コントローラーが判断している。料金免除

率は 12％（実際には約５％）である。人事管理には問題がある。これは、職員の基本的なニーズ

を満たすことができないために生じるところが大きい。データ収集システムが導入されたが、

患者カルテの保存スペースの問題がある。

研修活動では、院内研修のほか、６回のヘルスセンターレベル助産婦研修を実施、これまで

108人の助産婦が参加した。

臨床活動では、普通分娩は助産婦が、異常分娩は医者・補助医師がサポートする体制をとっ

ている。当直は 24時間体制で、76人から 80人が当直している。妊産婦検診１回目の受診者に

対し、臨床検査を導入した。

ほかに、健康教育活動、モニタリング／評価活動として地方へのスーパービジョン活動、Ｔ

ＢＡ・ＭＷキット、ドップラー、酸素供給装置、バイク等の機材供与活動を実施した。

（明石チーフアドバイザーの補足）

オピニオンボックスを設置した。患者サービスの向上につながることをめざしている。

（保健省・Dr. Mam Bun Hengからのコメント）

ＮＭＣＨＣには①臨床サービス、②研修センター（産婦人科医師、助産婦、学生）、③学術調

査、④母子保健の全国プログラム実施のリード、⑤各機関との協力体制づくり、⑥保健省に対

するポリシー・アドバイザーの６つの機能が与えられている。

いずれの機能も非常にうまく動いているが、実際の成果、事実が必要である。
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（鴨下団長からのコメント）

想像していた以上にプロジェクトがうまくいっている、というのが率直な感想である。しか

し、問題も色々残っている。User Fee制度、Technical Data Reportなど、よく組織されてい

る。当ＮＭＣＨＣは、国の母子保健政策に強い影響を与えることができると思われる。

（吉武団員からのコメント）

旧ＮＭＣＨＣを知っている者からみると、新センターの現状は夢の半分は実現したといえる

のではないか。しかし、問題がないわけではなく、プロジェクト期間残り１年でそれらが解決

されなければならない。Dr. Mam Bun Hengが言ったように、当センターには６つの使命があ

る。しかし、国立センターとしてどのように使っていこうとしているのか、位置づけがいまひ

とつはっきりしない。特に、国の母子保健に関する研修システムをどうしていきたいのか。さ

まざまな機関がそれぞれの方針を、バラバラに実施しているような現状ではないのか。

（Dr. Mam Bun Heng）

Dr. Kanalが座長となっている母子保健の sub committeeがあり、そこで運営・調整するこ

とになっている。また、モニターや評価のために human resource departmentがある。さらに、

ＣＯＣＯＭ会議が月１回実施されている。これには、ＷＨＯ、ＵＮＩＣＥＦ、ＵＮＦＰＡ、Ｊ

ＩＣＡ、ＵＳＡＩＤ、ＧＴＺ等、各国際支援機関や、ＮＧＯの団体であるＭＥＤＩＣＡＭが入っ

ている。各ドナーのプログラムや活動は、1991年に策定された保健省の方針とマスタープラン

に沿って実施されることになっており、混乱はない。

（鴨下団長）

センター内で医学生を見かけたが、どのように訓練しているのか。

（Dr. Kanal）

医学生に対する研修は、人材不足により、あまり効果的に行われていない。問題は臨床実習

である。ガイドラインがなく、責任の所在も不明である。また、研修用機材も不足している。将

来の目標として、研修能力の強化があげられる。現在 100人強の学生を受け入れているが、あ

まりに多すぎる。将来は、学生１人にスタッフ１人の研修体制をつくりたいが。学生に対する

厳格な規則が必要である。

（鴨下団長）

学生たちはこのセンターをどのように考えているのか？

（Dr. Mam Bun Heng）

ガイドラインはつくる必要がある。センター長が医学部にアドバイスし、受け入れ人数を変

えることができるのでは（例えば 100人を 50人に減らすとか）。学生へのディシプリンが重要で

ある。保健省としては十分サポートしたい。
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（2）現在残されている問題点（明石チーフアドバイザー）

・学生指導、特に臨床実習の実施

・病院運営以外の経費負担の問題：研修やスーパービジョンの予算なし。

・医師部門、パラクリニック、医療機材・施設の維持管理部門

・低給与、スタッフ間、スタッフと患者のコミュニケーション不足

（Dr. Mam Bun Heng）

医師部門の運営管理については、院内組織が必要である。

（Dr. Kanal）

医師の組織はあるが、まだうまく動いていない。

（Dr. Mam Bun Heng）

エンジニアに関しては、保健省に入るといつも医師の下に属する（偉くなれない）という low

motivationの問題と、給与が低い問題で、人材が集まらない。恐らく、外部エンジニアとの契

約ということも考慮する必要があるだろう。

（3）1999年度の活動予定（明石チーフアドバイザー）

省略（年間計画参照）

（4）プロジェクト終了時に残っている問題（明石チーフアドバイザー）

・医師部門、パラクリニック、医療機材・施設の維持管理

・研修やスーパービジョンの費用負担

・学生教育や州病院医師・助産婦の研修

医学教育のカリキュラム、特に臨床実習にＪＩＣＡが関与できるのかどうか？

（Dr. Mam Bun Heng）

大学の母子保健教育については、Dr. Eng Huot が座長を務める委員会があるので、そこに

意見を提案することはできる。

（Dr. Kanal）

Technical Committeeは年に１度開かれるが、これではなかなかカリキュラムを変えることは

できない。医学部に対し、学生の臨床実習の基準（何年に何をするか）をつくるように指導して

ほしい。

（Dr. Eng Huot）

Dr. Kanalが医学部長と話し合ってはどうか。現在、母子保健で学生を受け入れているのは、

このセンターのほかに、Sihanuok Hospital、Calmette Hospital、Municipality Hospitalで
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ある。

（Dr. Kanal）

５年で 200人以上の学生がいる。学生の規律の低いのが問題である。

（藤田則子専門家）

センターでの研修で考える必要があるのは、トレーナーの motivationである。臨床実習は少

人数のグループで行うのがよいが、臨床の仕事のほかに研修生たちを教えるとなると、トレー

ナーにも負担はかかる。これが本来業務でないとなれば、インセンティブとして何らかの手当

があってもよいのではないか。これは、助産婦研修でも同じことである。

（Dr. Kanal）

保健省の規則でトレーナーは１時間当たり 5,000 リエルもらえることになっている。保健

省／大蔵省に申請した結果、今年予算が出て、２万リエル（確認が必要）もらえることになった。

（Dr. Mam Bun Heng）

トレーナーとして働く人たちの名前をリストにして、正式なトレーナーとして指名を受ける

ようにすれば、手当をもらえるようになる。

（吉武団員）

研修を運営管理する新しい部門の設置を提案したい。この部門のスタッフは専従で、研修に

かかるすべてを管理する仕事をする。臨床と研修は分ける必要がある。研修も全国展開するよ

うにしてはどうか。また、この部門は研修のほかに、ヘルス・インフォメーション・システム

や調査も担当するようにしたらよい。

（Dr. Kanal）

すでにＴＯＴがある。これに属しているスタッフは専従で、研修の仕事をしている。Dr. Or

Shivarinがそのプログラム・マネジャーであるが、各機関の調整が大変である。

（Dr. Mam Bun Heng）

研修担当として Deputy Directorを１人指名したらよい。

（吉武団員）

委員会業務だと、エクストラ・ジョブとなってしまう。

（Dr. Kanal）

エクストラ・ジョブとは必ずしも考えていない。スタッフには自信、信用、尊敬が必要であ

る。そのためにも、トレーナーとして活動する機会は重要である。

（5）協力期間延長についての意見

（Dr. Eng Huot）

カンボディア側としては、継続して協力してほしい。その内容は要請書のとおりである。
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（鴨下団長）

日本側としては、単純な期間の延長はできない。新しい目標を定めてフェーズIIにしないと、

ＪＩＣＡ、日本政府を説得することは難しい。

（吉武団員、ＪＩＣＡの援助スキームを説明し）

現在と同じプロジェクト目標は出せない。工夫が必要となる。現在のプロジェクトの成果に

基づいて、次のステップに進む必要がある。

（Dr. Mam Bun Heng）

要請書であげたように、研修を主体としたプロジェクトにしてほしいと、すでに次のステッ

プを打ち出したつもりである。





附　属　資　料

①　ミニッツ

②　将来計画案

③　プロジェクト 1998年度活動概要報告書























②　将来計画案

カンボディア母子保健プロジェクト延長（第２フェーズ）に関する考え方

＜Overall Goal＞

カンボディアの女性と赤ちゃん（子供）の健康の向上

＜フェーズ２の目的＞

１．産婦人科最終レファラル病院としてのＮＭＣＨＣ強化（マネージメント能力、研修機能、臨床

能力）

２．ＮＭＣＨＣでの研修活動を通した、末端および州・郡病院レベルの機能強化とレファラル体

制の強化

＜活動＞

１－１．ＮＭＣＨＣのマネージメントへの助言

１－２．ＮＭＣＨＣの臨床レベル向上のための指導

１－３．ＮＭＣＨＣの研修体制の整備

２－１．ＨＣレベル助産婦の研修

２－２．州・郡病院レベルの医師・助産婦の研修

２－３．スーパービジョン

２－４．ＨＣ、州・郡病院レベル強化のための機材供与

２－５．病院管理の知識・ノウハウの蓄積と研修・普及

２－６．教材開発と普及

２－７．センター内での医学生・看護学生教育システムの確立
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